
 

在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算について 

 

 

当院では ICT ツール【医療介護専用のコミュニケーションシステム 

「メディカルケアステーション」（MCS）】を使用して、 

事業所間で情報共有を行っております。 

 

●主な連携機関● 

訪問看護ステーション・エフズ 

アイリス訪問看護ステーション 

訪問看護ステーション・ゴールドメディア 

おおつき介護保険センター 

星訪問看護ステーション 

モミの木クリニック



医療ＤＸ推進体制整備加算について 

 

 

① 医師等が診療を実施する診察室等において、 

オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を 

活用して診療を実施しています。 

② マイナ保険証を促進する等、医療ＤＸを通じて 

質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。 
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一般名処方加算について 

 

昨今、医療用医薬品の供給状況が不安定なことから、 

 

当院では処方箋の交付にあたり、一般的名称（※） 

にて薬剤を記載しています。 

また、令和６年 10 月より⾧期収載品について、医療上の必要性が 

認められない場合で、患者様が⾧期収載品を希望する場合は 

選定療養となります。 

一般的名称にて処方することで、調剤薬局において 

同一成分・剤形・含量の薬剤を選択することができ、 

不安定な供給状況緩和の一助となり得ます。 

一般名処方にご理解頂き、ご不明な点は医師又は職員までご相談下さい。 

 

※一般的名称＝「成分名＋剤形＋含量」で表記したもの。 
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「医療情報取得加算」について 

 

当院では、初診料・再診料に「医療情報取得加算」を加算しています。 

この加算は「オンライン資格確認を導入している保険医療機関に 

おいて、初診時や再診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療 

情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するもの」とし 

て位置づけられており、当院では以下の体制を有しています。 

 

① オンライン資格確認を行う。 

② 当院を受診した患者様に対し受診歴、薬剤情報、特定健診情報 

その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う。 

 

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は以下

で検索できます。 

 

厚労省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html 

 

 

 



外来感染対策向上加算に関する掲示事項 

（１）院内感染対策に係る基本的な考え方 

院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、 

医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が 

提供できるよう取り組む。 

（２）院内感染対策に係る組織体系、業務内容 

感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者（管理者）を配置した上で、感染防止に係る日常業務を行う。 

（３）院内感染管理者の業務内容 

① １週間に１回、院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の 

実施状況の把握・指導を行う。 

② 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直しを行うとともに全職員へ周知する。 

③ 院内感染対策に関する資料を収集し、職員へ周知する。 

④ 職員研修を企画・実施する。 

⑤ 院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、 

実施するために全職員への周知徹底を図る。 

⑥ 総合南東北病院（A234-2 感染対策向上加算 1 の届出病院）が定期的に主催する 

院内感染対策に関するカンファレンスに年 2 回以上参加する。 

⑦ 総合南東北病院が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年１回以上参加する。 

（４）感染性疾患への対応 

感染性の高い疾患が疑われると医師が判断した患者様は、一般診療の患者様と動線 

又は時間を分けた診療を行う。 

（５）抗菌薬適正使用のための方策 

最新のガイドラインに則り、医師の診察の結果抗菌薬の使用が必要であると判断した場合のみ、 

必要十分な量を処方する。 

（６）他の医療機関等との連携体制 

総合南東北病院と連携し、院内感染に関するカンファレンスへの参加、新興感染症の発生等を想定した 

訓練への参加、院内の抗菌薬の適正使用に関する助言を受ける等を行う。 

2024 年 6 月 

モミの木クリニック医科・歯科 



外来後発医薬品使用体制加算について 

 
① 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に 

取り組んでいます。  

 

② 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の 

変更等に関して適切な対応ができる 体制を整備しています。 

 

③ 医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる 

可能性があることがあります。 

変更する場合には患者様に十分に説明します。 
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時間外対応加算３の算定について 

 
当院を継続的に受診している患者様からの電話等 

による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間（22 時まで）は、 

原則として当院において、 

当院の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、 

対応できる体制を有しています。 

緊急連絡先：024-926-0131 

標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間（22 時まで）に、 

やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに 

応じることができなかった場合であっても、 

速やかに患者様にコールバックします。 

 

※）時間外対応加算３は再診料を算定する全ての患者さんに算定します。 
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⾧期処方･リフィル処方せんについて  

当院からのお知らせ 

 

当院では患者さんの状態に応じ、 

・ 28 日以上の⾧期の処方を行うこと 

・ リフィル処方せんを発行すること（※） 

のいずれの対応も可能です 

※なお、⾧期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは 

病状に応じて担当医が判断致します 
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